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日を定める政令（平成十四年五月二十二日政令第百七十八号） 
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の施行

期日は、平成十四年五月二十七日とする。 
 
(3) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第

四条第一項の発信者情報を定める省令 
（平成十四年五月二十二日総務省令第五十七号） 

終改正：平成二八年三月二九日総務省令第三〇号 
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

（平成十三年法律第百三十七号）第四条第一項の規定に基づき、特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報

を定める省令を次のように定める。 
 
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第

四条第一項 に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定め

るものは、次のとおりとする。 
 

一 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称 
二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所 
三 発信者の電子メールアドレス（電子メールの利用者を識別するための文字、番号、

記号その他の符号をいう。） 
四 侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス（インターネットに接続された個々の電気通

信設備（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第二号に規定する電

気通信設備をいう。以下同じ。）を識別するために割り当てられる番号をいう。）及び

当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号（インターネットに接続され

た電気通信設備において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられ

る番号をいう。） 
五 侵害情報に係る携帯電話端末又はＰＨＳ 端末（以下「携帯電話端末等」という。）

からのインターネット接続サービス利用者識別符号（携帯電話端末等からのインター

ネット接続サービス（利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成され

る端末系伝送路設備（端末設備（電気通信事業法第五十二条第一項に規定する端末設

備をいう。）又は自営電気通信設備（同法第七十条第一項に規定する自営電気通信設備

をいう。）と接続される伝送路設備をいう。）のうちその一端がブラウザを搭載した携

帯電話端末等と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を

可能とする電気通信役務（同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。）をいう。

以下同じ。）の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供




